
ほ り か ね 道   
堀中生の人間性を磨くための 1１月の行動目標  

「他人の気持ちを読み取ることができる」  (他者への気遣いができる) 

 

 

10 月は、体育祭から音楽会と中学校の 2 大行事で生徒の活動がたけなわの月でした。生徒にとっては慌ただしさを

感じながらも、充実感や達成感を味わえる月だったのではないでしょうか。大人も、自校の生徒や、我が息子、娘、孫な

どの躍動する姿を見て、興奮と感動を覚えました。毎年のことではありますが、本当に中学生の特にこの時期は、彼らの

ポテンシャルと大人の心を動かす大きなエネルギーを実感します。 

体育祭閉会式の実行委員長や各団の団長の言葉や涙からも、堀中の我が生徒たちは、純粋に行事を楽しむし、仲間と

喜びや悔しさを共感することができると感じました。 

音楽会の審査員の先生の講評の中で、「堀中の生徒は大変お行儀が良い、でも、素直に歓喜の声を出せるところもと

ても良い」とほめていただきました。つまり、よい子のふりをしているお行儀の良さではなく、喜ぶときは周りを気にせず

思いっきり喜びの感情を出せる素直さがあり、天真爛漫であるということを評価して頂いたのだろうと解釈しています。

そうであるからこそ、堀中生は私たち大人の心にストレートに響くパフォーマンスをだせるし、彼らの輝きはまぶしいの

でしょう。 

学校行事は、学習指導要領の中で【特別活動】に位置づけられているれっきとした教育活動です。以下に学習指導要

領の中で学校行事はどのように明文化されているかを紹介します。 

 

１ 目標：全校又は学年の生徒で協力し、よりよい学校生活を築くための体験的な活動を通して、集団への所属感や連帯感 

を深め、公共の精神を養いながら、第1の目標に掲げる資質･能力を育成することを目指す。 

 

＊第1の目標とは【特別活動】全般の目標であり、①多様な他者と協働する集団活動の意義などを理解し、行動の 

仕方を身ににつける ②集団、自己の生活、人間関係の課題の見いだし、解決のための話し合い、合意形成、意思 

決定を学ぶこと ③集団活動を通して身につけたことを生かして、集団や社会生活及び人間関係をより良く形成 

し、生き方について考えを深め、自己実現を図ろうとする態度を養う と示されています。 

        

 堀中生は、途上ではありますが、上記の学校行事の目標達成に迫りつつ、集団や社会の形成者に必要な資質という点

で着実に成長を果たしていると思います。今後も日頃の授業や部活動の他、学校行事でも、温かい応援と見守りをお願

いします。 
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10月16日(木)に立候補者及び応援者による立会

演説会を経て、厳粛な内に選挙が行われ、令和 7～８

期の生徒会本部の役員が決まりました。結果は悲喜こ

もごもでしたが、どの生徒も母校の堀中への熱い思

いを演説を通して伝えていました。 

 首相指名選挙の時期と重なり、生徒たちは政治にも

少なからず関心をもつきっかけとなりました。3 年生

は3年後には選挙権をもつことになりますね。 

 

 

 

 

 

 

[投票の様子]        【任命式の様子】 

 

 

 

 10月 22日(水)、稲荷山公園のコースで駅伝大会が

行われました。やや肌寒い中、限られた練習時間でし

たが、堀中のプライドを見せた走りでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月は「いじめ撲滅強調月間」です！ 

     いじめは絶対ダメ！！ 

 

相談窓口等は次のページをご参照 

下さい。 

 

 

 

 

10月8日(水)に陸上の県大会があり､本校から○○○

○さんが出場しました。決勝までもう少しというとこ

ろでしたが、良い走りを見せてくれました。 

 

 

 

 

 

１１月の生活目標 

 〇過去の自分の結果を越えろ 

〇正しい身だしなみを自分で考えよう 

〇他人の気持ちを読みとることができる 

 

１１月の行事計画  

 

 

 

 

 

 

 

日 １1月の主な行事 

３(月) 🎌文化の日 

４(火) 
学校朝会 4時間授業（市内の教職

員の一斉研修会のため） 

５(火)~12(水) 三者相談 *8(土)は実施しません。 

8(土) 
さやまっ子教育の日 全校座談会 

けやき祭り  14:30まで授業扱い 

10(月) 振替休業日[8(土)授業日分] 

13(木) 振替休業日[10.11(土)体育祭分] 

14(木) 県民の日 

18(火) 学年朝会 

20(木)21(金) 3年生 2学期末テスト 

20(木) 
市内音楽会(2年生代表クラス出場) 

フィールドワーク(2年生) 

21(金) SDGs特別授業(2年生 食品ロス) 

23(日) 🎌勤労感謝の日 

24(月) 振替休日 

25(火) 租税教室(3年生) 

26(水)27(木) 1,2年生 2学期末テスト 

28(金) 特別支援学級学習発表会(市民会館) 

この取り組みの一つとして、こども家庭庁では児童虐待防

止の推進を図っています。児童虐待防止の市民運動のシン

ボルマークが「オレンジリボン」です。この活動を推進し、子

どもたちの笑顔が守れる社会をつくりましょう。 

児童虐待が疑われる状況を発見した場合は、ためらうこ

となく、       

℡ １８９（イチハヤク）へ！ 

 

 

 



いじめの相談窓口等 

○彩の国 よりそうみんなの電話・メール教育相談（埼玉県立総合教育センター） 

【相談内容 いじめ、不登校、学校生活】 

 １８歳以下の子供用（無料）＃７３
なやみ

００
ゼロゼロ

 又は ０１２０－８６
ハロー

－３１９２
さいのくに

 
 保護者用  ０４８－５５６

こ こ ろ

－０８７４
お は な し

 
 （毎日２４時間） 
 Ｅメール相談soudan@spec.ed.jp 

 ※Ｅメール相談の受信確認及び返信は、平日９時から 17時の時間帯に行っています。 
 ※学校や教職員に対する苦情等について、直接、指導や調査等をすることはできません。 
 

○いじめ通報窓口（埼玉県教育委員会） 

【通報内容 いじめに関すること】           

  https://www.pref.saitama.lg.jp/f2209/ijime-soudan-form.html 

    ※この窓口は「いじめ」についての情報提供を受けることが目的であり、相談に対する 
       返信は行いません。 
    ※通報された情報は学校に提供します。学校はあなたが送信したことがわからないよう 
       に調査・対応します。 
 

○埼玉県警察少年サポートセンター 

【相談内容 非行やいじめ、犯罪被害等の少年問題に関する心理面の相談（カウンセリング等）】 

 （月～金／祝日・年末年始を除く ８時３０分～１6時１５分） 

  ０４８－８６１－１１５２「少年用・ヤングテレホンコーナー」 

  ０４８－８６５－４１５２「保護者等用」 

  ※面接相談は要予約 

○子どもスマイルネット（埼玉県こども安全課） 

【相談内容 いじめなどこどもに関するあらゆる相談（本人・保護者等からの相談）】 

 （毎日／祝日・年末年始を除く １０時３０分～１８時００分） 

 ０４８－８２２－７００７ 

  ※いじめなどこどもの権利侵害に関する悩みは、「埼玉県子どもの権利擁護委員

会」が力になります。（面接相談（予約制）） 

○社会福祉法人 埼玉いのちの電話 

【相談内容 どんなことでも】 

 ０４８－６４５－４３４３（３６５日２４時間）  

 ０１２０－７８３－５５６ フリーダイヤル（毎月１０日８時～翌日８時） 

             (土・日・祝日･年末年始を除く毎日16時～21時) 

 ０５７０－７８３－５５６ ナビダイヤル（毎日１０時～２２時） 

 インタ―ネット相談 埼玉いのちの電話ホームページからアクセス 

 

 

 

 

 



○特定非営利活動法人 さいたまチャイルドライン 

【相談内容 どんなことでも】 

１８歳以下の子供専用（無料） 

電話 ０１２０－９９－７７７７（毎日１６時～２１時） 

 オンラインチャットhttps://childline.or.jp/（月～土、１６時～２１時） 

〇こころの健康相談統一ダイヤル 

【相談内容 こころの健康の相談】 

（平日・休日ともに２４時間対応） 

 電話番号 ０５７０ー０６４－５５６（おこなおう、まもろうよ、こころ） 

＊さいたま市の方は平日９時～１７時、１８時３０分～２２時 

 

○埼玉県こころの電話（埼玉県立精神保健福祉センター） 

【相談内容 心の健康の相談】 

 （月～金／祝日・年末年始を除く ９時～１７時） 

  ０４８－７２３－１４４７ 

＊さいたま市以外にお住まいの方が対象  

 

○埼玉県SNS相談 こころのサポート＠埼玉 

【相談内容 こころに関する相談内容を何でも（LINEで心理カウンセラーへ相談）】 

 （毎日１９時～２３時 受付は終了３０分前まで） 

  https://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/suicide/sns.html 

○こどもの人権１１０番 （さいたま地方法務局） 

【相談内容 こどもの人権】 

 （月～金／祝日・年末年始を除く  ８時３０分～１７時１５分） 

 （無料）０１２０－００７－１１０ 

◇こどもの人権ＳＯＳ－ｅメール 

 http://www.jinken.go.jp/goriyouannai_ch/ 

             

お問合わせ  埼玉県県民生活部青少年課 健全育成支援担当 TEL048-830-2907 

 


